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Ⅰ．青少年育成センターの概要 
１．沿  革 

Ｓ34・９ 青少年補導に関わる各機関・団体の協議により、釧路市栄町５丁目１番地「栄町児童館」

内に民生部所管の「釧路市青少年補導センター」を設置 

Ｓ40・５ 釧路市特別補導員設置による補導体制の整備 

Ｓ41・１ 事務室を橋北支所跡に移転  

Ｓ42・10 釧路管内１市９町村により「釧路管内広域補導連絡協議会」を設立 

Ｓ47・６ 事務室を行政観察局庁舎跡（城山町）に移転 

Ｓ54・５ 非行防止相談電話の設置 

Ｓ56・５ 事務室を総合福祉センター(旭町)に移転 

Ｓ61・４ 機構改革に伴い、市長部局から教育委員会へ移管し、名称を「釧路市青少年育成センター」

と改称 主任相談員、育成相談員を新設し、各１名配置 

Ｓ63・４ 育成指導員を２名に増員 

Ｈ１・４ 育成指導員１名（女子）を増員し、３名体制 

Ｈ１・９ 釧路市青少年育成センター設立 30 周年記念式典及び道東地区少年補導研究協議会を開催 

Ｈ２・４ 主任相談員を育成相談員（２名）に改称し、育成指導員２名(男女各１名)の４名体制 

Ｈ２・４ 広報誌の名称を「拠点」から「育成センターだより」に改称 

Ｈ４・４ 事務室を北海道旅客鉄道株式会社（ＪＲ）釧路支社４階に移転 

Ｈ７・４ 事務室を市役所分庁舎太平洋興発ビル８階に移転 

Ｈ７・10 道東地区少年補導研究協議会を開催 

Ｈ９・５ 事務室を市役所分庁舎太平洋興発ビル８階から３階に移転 

Ｈ10・４ 「釧路市ファミリーサポート」事業の創設、開始 

Ｈ10・10 「こども１１０番の家」の取組を開始 

Ｈ13・11 「釧路市ファミリーサポート会」を設立 

Ｈ14・４ 育成相談員及び育成指導員を育成指導相談員に改称し、５名体制 

Ｈ14・５ 「補導連絡協議会」を「心の教育推進会議」と改称し、釧路管内高等学校生徒指導連絡協

議会、釧路市特別補導員会、釧路市ファミリーサポート会を加えた９団体で構成 

Ｈ17・10 釧路管内広域補導連絡協議会を、３市町の合併に伴い１市７町村で構成 

Ｈ17・11 平成 17 年度全国青少年補導センター連絡協議会定期大会「釧路大会」を開催 

Ｈ19・４ 組織機構改革に伴い、教育委員会からこども保健部こども未来課へ移管し、事務室を市役

所本庁舎５階に移転 

Ｈ21・６ 「釧路管内広域補導連絡協議会」を解散 

   ９ 釧路市青少年育成センター設立 50 周年記念式典並びに記念講演を開催 

Ｈ22・４ 組織機構改革に伴い、こども保健部こども未来課から教育委員会生涯学習部生涯学習課へ

移管し、事務室をフィッシャーマンズワーフ「ＭＯＯ」4 階に移転 

Ｈ23・４ 組織機構改革に伴い、教育委員会生涯学習部生涯学習課から学校教育部教育支援課へ移管 

Ｈ24・４  育成指導相談員を育成支援推進員に改称（５名体制） 

Ｈ24・６ 「こども１１０番の店」の取組（ステッカーの貼付）を開始 

Ｈ24・８ 休日補導の開始（１～２回／月：日曜日のみ） 

Ｈ25・11 休日補導を、土曜日も加えて実施（１～２回／月：土曜日又は日曜日） 

Ｈ26・４ 育成支援推進員を４名体制 

Ｈ27・４ 不登校ファーストステップ事業への参画 
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Ｈ28・４ 子ども家庭支援センター学習会週２回開始  

Ｈ28・11 「こども１１０番の店」新規登録店舗・事業所の拡大 

Ｈ31・４  育成支援推進員が 3 名体制になる 

Ｒ１・８ 「こども１１０番の店」ステッカー（張替用）を A ブロック 10３軒に配布 

Ｒ２・５ 子ども家庭支援センターの学習指導を４名体制で実施開始 

Ｒ２・７ コロナ感染拡大のため、各祭典が全て中止になり、祭典補導も取りやめとなる。 

Ｒ２・８ 「こども１１０番の店」ステッカー（張替用）を G ブロック 10６軒に配布 

Ｒ３・８ 「こども１１０番の店」ステッカー（張替用）をＢブロック９１軒に配布 

Ｒ４・７ 「こども１１０番の店」ステッカー（張替用）を阿寒地区・音別地区４３軒に郵送 

Ｒ４・８ 「こども１１０番の店」ステッカー（張替用）をＣブロック１３８軒に配布 

Ｒ４・７～８ コロナ禍で中止されていた祭典が行われ、祭典補導も行った。 

Ｒ５・７～10 コロナ禍で中止されていた祭典が、ほぼ例年通り行われ祭典補導も行った。 

Ｒ５・８ 「こども１１０番の店」ステッカー（張替用）をＤブロック９２軒に配布。 

Ｒ６・４ 「活動・業務実績報告書」の鑑文の中でホームページをＱＲコードで示す。 

Ｒ６・８ 「こども１１０番の店」ステッカー（張替用）をＥブロック９７店舗に配布。 

Ｒ７・４ 「活動・業務実績報告書」の配布を、紙媒体を希望しない団体にＵＲＬ・ＱＲコードのみに 

Ｒ７・４ 組織改編に伴い、「学校指導課学校指導係青少年育成センター」となる。 

R７・７ 釧路市有害環境浄化モニターによる有害図書等の販売店への指導について、今後はその活動

を北海道青少年健全育成条例に基づく立ち入り調査員へ移行させることとした。 

Ｒ７・８ 「こども１１０番の店」音別・阿寒本町・阿寒湖畔の分についても、直接配布を行う。 

Ｒ８・４ 「こども１１０番の店」の制度は残し、ステッカー制作をやめ、残り分を希望店や新規店に

配布するのみとした。 



  ２　活動・業務

　 

　  

業務・事業等の内容

 通常補導   平日の昼･午後･夜間の時間帯における補導

 特別補導   深夜補導、祭典補導、土･日･祝日における補導など

 ※来所指導
  街頭補導中、状況に応じ、釧路市青少年育成センター(以下「育成センター」と
いう。)内において指導

  非行や不登校など、学校･家庭生活に関して問題や悩みを抱えている子どもとそ
の保護者に対し、 ※釧路市ファミリーサポーターが関係機関･団体と連携しなが
ら、問題の解決、改善に向け、継続的に支援する事業

  有害な図書類の販売店やビデオレンタル店等の状況調査は令和７年度より実施
しない
  深夜の興行場等への立入調査（警察との連携）
  携帯電話等販売事業者のフィルタリングの推奨等に関する状況調査

 不審者情報の
 　　　　 提供等

  各学校や警察などからの不審者等の情報を、保育園や幼稚園、各学校 (小･中･
高)ほか、※釧路市特別補導員に対し提供するなど、注意･喚起を実施

こども110番の家

こども110番の店

  子どもたちを不審者などから守るため、市内の全家庭が「こども110番の家」
として、安全を確保してもらうことの市民に対する周知、啓発を実施.
  子どもたちを不審者などから守るため、市内の店舗･事業所等が「こども110
番の店」として、当該ステッカーを貼付の上、安全を確保してもらうことの協力
依頼を実施（ステッカーの購入は、今年度のみで終了し、令和8年度からは希望
のあった店には、在庫があるうちは配布することとした。）

※釧路市特別補導員会、※釧路市ファミリーサポート会、※釧路市中学校カウンセ
ラー会、
※釧路市学校補導協会などの定例的な会議での情報提供、交換
  釧路市特別補導員会、釧路市ファミリーサポート会での研修を実施
  警察、釧路児童相談所などの関係機関･団体等と連携した活動等を実施
  釧路市特別補導員会との連携による補導活動

 機関誌の発行
  「育成センターだより」を毎月発行し、関係機関･団体等へ配布
　　（毎月の育成センターの業務活動報告、不審者情報等）

 業務活動の報告
  「活動･業務 実績報告」を年１回発行し、関係機関･団体等へ配布
　　（１年間の育成センターの業務活動報告、不審者情報等）

広
報
啓
発

活
動

※釧路市ファミリーサポーター：釧路市ファミリーサポート事業(支援活動)を実施する者(教育委員会　委嘱)

項 目

街
頭
補
導

 釧路市ファミリー
 　　　 サポート事業

 有害環境浄化活動

子
ど
も
の
安
全
確

保
に
向
け
た
取
組

 関係機関･団体等
　　　　　　 との連携

　　　　　　　　　　　　　　　令和７年度より、合同の巡視活動及び学校補導協会単独の巡視活動を行わないことになる

※釧路市特別補導員　　　　　：釧路市教育委員会の委嘱により街頭補導(育成センターと連携によるもの、各地区（中学校区)での独自

　　　　　　　　　　　　　　　によるもの)など、青少年の健全育成に関わる活動を行う者

※釧路市特別補導員会　　　　：育成センター活動をより充実させるため、釧路市特別補導員によって組織された会

※釧路市ファミリーサポート会：釧路市ファミリーサポート事業をより充実させることなどを目的に、釧路市ファミリーサポーター

　　　　　　　　　　　　　　　によって組織された会

※釧路市中学校カウンセラー会：市内及び釧路町の中学校カウンセラーにより、主として生徒指導上の情報交換を目的に組織された会

※釧路市学校補導協会　　　　：市内及び釧路町の各小･中･高等学校により、街頭補導の実施や情報交換を目的に組織された会

○ 青少年の補導及び相談に関すること。

○ 青少年関係行政機関及び団体相互の情報交換並びに連携に関すること。

○ 青少年の非行防止に関すること。

○ 青少年の教育的な支援に関すること。

「釧路市青少年育成センター規則」第３条

【活動・業務の概要】
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Ⅱ．活動・業務の実施状況 
１．補導活動 

補導とは、青少年の非行防止や非行の深化を抑止するために、大人が子どもを心配し、

大人から関わりを持ち「補い導く」活動である。釧路市青少年育成センター（以下、育成

センターという）では、補導の基本的な考えを拠り所とし、大型商業施設内やその周辺の

遊技場等、更には各地域の繁華街や公園等で街頭補導を実施し、学校や社会のルール等規

範意識の醸成とともに、非行の未然防止に向けた声かけや見守りなどの活動を行っている。 

（1）補導活動の実施方法・内容 

補導活動にあたっては、児童生徒も含めた青少年の行動を勘案した場所と時間帯を設定

し、育成センターの職員の巡視と、釧路市特別補導員会（以下、特別補導員会という）等

関係機関と連携して行う巡視活動を実施している。 

          方法・内容 
 
項  目 

補    導    の    概    要 

従 事 機 関 補 導 時 間 帯 方 法・内 容 

 

通 

常 

補 

導 

昼補導 ・育成センター 
1３:００～ 

３時間程度 
（長期休業期間）

○ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和、ｲｵﾝ釧路店内のｹﾞｰﾑｺｰﾅ
ｰ、ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場等、施設周辺のｶﾗｵｹ店（協
力が得られる店のみ）、ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ、公園、
港など 

午後補導 
・育成センター 
 

15:００～ 
 ２時間程度 

（月曜～金曜） 

① ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和内のｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ、ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ
場等、ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ、公園、港など 

②ｲｵﾝ釧路店内のｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ、ﾌｰﾄﾞﾎｰﾙ、ｹﾞｰﾑｾ
ﾝﾀｰ、公園など      

※①と②をローテーションする 
 

夜間補導 
・育成センター 
・特別補導員会 

18:30～ 
 １時間程度

（月に３回程度）

①ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和内のｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ、ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場
等など 

②ｲｵﾝ釧路店内のｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ、ﾌｰﾄﾞﾎｰﾙ、ｹﾞｰﾑｾ
ﾝﾀｰなど      

※①と②をローテーションする 

特 

別 

補 

導 
深夜補導 

・育成センター 
・特別補導員会 
・警察 
・総合振興局 

2３:００～ 
１時間程度 

（年に２回程度）

深夜の興行場（ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ、ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場等）
の立ち入り調査などを実施 
※北海道青少年健全育成条例に基づく 

休日補導 
・育成センター 
・特別補導員会 

１１:３０～ 
 １時間程度

（月に１回程度）

土曜日･日曜日･祝日でのｲｵﾝ釧路店内のｹﾞ
ｰﾑｺｰﾅｰやﾌｰﾄﾞﾎｰﾙ等 

祭典補導 
・育成センター 
・特別補導員会 

19:３０～ 
 1 時間程度 

厳島神社例大祭を初めとする祭典時に、会
場や繁華街のｶﾗｵｹ店等を巡視 

 
 

地
区
補
導 

 

 
夜間補導 

 

特別補導員会 

各地区で定めた
時間帯で1時間
程度（月２回の
実施を原則とす
る。 

平日の各地区公園や学校周辺、遊技施設等
(年末や年度末には重点箇所を設定する) 
※１２月～３月までの夜間補導は中止 

 
休日補導 

 

土・日・祝日の各地区公園や学校周辺、遊
技施設等 
(年末や年度末には重点箇所を設定する) 

祭典補導 祭典時 
各地区の祭典やｲﾍﾞﾝﾄ等の会場及び周辺、
遊技施設等（各地区の休日補導に換えられ
る） 
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（２）補導等の対象行為と対応の内容 

  補導等の対象行為と対応については、関係法令や北海道青少年健全育成条例等を踏まえ、釧路市生徒指導研究協

議会や学校補導協会との協議に基づいて定められた下記の取扱により実施している。 

 

【主な「注意･指導」と｢補導｣対象内容及び区分】 

 

項    目 補導等の対象行為の内容 
区分 

対   応   等 
小学生 中学生 高校生 

１ 飲  酒 
20 歳未満が酒類を飲用、又はその目的

で携行 
補導 補導 補導 

・自身による廃棄  

・保護者への申告指導等 

２ 喫  煙 
20 歳未満が喫煙し、又はその目的で煙

草を携行 
補導 補導 補導 

・自身による廃棄  

・保護者への申告指導等 

３ 薬物乱用 
シンナーや大麻、違法ドラック等の乱用

又はその目的で所持 
補導 補導 補導 原則として、警察への通報 

４ た か り 
正当な理由もなく、金品を要求、借用の

申し入れする行為 
補導 補導 補導 原則として、警察への通報 

５ 深夜徘徊 午後 10 時以降、屋外等を徘徊 補導 補導 補導 保護者、学校への連絡 

６ 怠  学 
正当な理由もなく、学校を遅刻や早退又

は休むこと 
補導 補導 補導 保護者、学校への連絡 

 ７ 家出・外泊 
保護者の監督を離れての家出又は無断外

泊 
補導 補導 補導 保護者への連絡等 

８ 

不
健
全
娯
楽 

パチンコ 
18 歳未満の者が客として店に立ち入る

行為           
補導 補導 補導 

・退去の勧告  

・保護者への申告指導等 

競    馬 
20 歳未満による勝馬投票券の購入又は

譲り受け 
補導 補導 補導 

・退去の勧告  

・保護者への申告指導等 

映 画 

(R 指定等) 
１８歳未満の者が立ち入る行為             補導 補導 補導 

・退去の勧告  

・保護者への申告指導等 

カラオケ店 小学生・中学生同士で立ち入る行為 補導 補導 — 
高校生は、外出時間内 

※Ｐ７参照 

９ 
ゲ
ᶌ
ム
場
等 

ゲーム場 
小学生・中学生同士で専門店に立ち入る

行為(保護者同伴の場合は対象外)   
補導 補導 — 

専門店以外の場合は「注意･指導」(保護

者同伴の場合は対象外)  

ボウリング 小学生同士で立ち入る行為 
注意 

指導 
— —  

映    画 小学生同士で立ち入る行為 
注意 

指導 
— —  

10 外出時間 帰宅時刻を過ぎてからの外出 
注意 

指導 

注意 

指導 

注意 

指導 
 

11 魚 釣 り 
小学生同士は禁止 

中学生は親の許可が必要 

注意 

指導 

注意 

指導 
— 

＜禁止区域＞ 

東港区、西港区、防波堤、春採湖、ひょうた

ん池、各河川の河口付近、係留中の船上など 

12 
保護者同伴に

よるパチンコ 
高校生以下の者を随伴する行為 

注意 

指導 

注意 

指導 
— 保護者への指導等 

13 危険な行為 
社会通念上危険な遊び、自転車の二人乗

り・無灯火など 
補導 補導 補導 

命に関わる危険な行為や自分又は他人の徳

性を害する不良行為 

14 そ の 他 
盛り場への徘徊等の行為 

カラオケボックスの不適切な利用 

注意 

指導 

注意 

指導 

注意 

指導 
「声かけ」を必要とする行為等 



 （3） 補導等の対象行為に関連する法令及び条例等の取扱

関係法令・条例等の内容

【未成年者飲酒禁止法】(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律)
第一条 　二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
　→ 満20歳未満の者の飲酒を禁止する。

【未成年者喫煙禁止法】(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律)
第一条 　二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
　→ 満20歳未満の者の喫煙を禁止する。

麻薬及び向精神薬取締法
第二節　禁止及び制限（禁止行為）
第十二条　ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬（以下「ジ
アセチルモルヒネ等」という。）は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分け
し、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻
薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場
合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分け
し、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。
２　何人も、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない。
３　麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。但し、麻薬研究者が厚生労働大臣の許
可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。
４　何人も、第一項の規定により禁止されるジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならな
い。
【北海道青少年健全育成条例】
　（深夜外出の制限）
第35条　保護者は、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜（午後11時から翌日午前４
時までの間をいう。以下同じ。）にその監護する青少年を外出させないように努めなければ
ならない。
２　保護者は、前項に規定する理由により深夜にその監護する青少年が外出する場合におい
ては、自ら同行し、又は成人に依頼して同行させるようにしなければならない。ただし、必
要やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
３　何人も正当の理由がなく、深夜において、保護者の依頼を受けず、又はその承認を得な
いで青少年をその自宅以外の場所に連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

※（定義）
第14条この章以下（第５章を除く。）において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによる。
　(1)　青少年　18歳未満の者（婚姻により成年に達したものとみなされる者を 除く。）を
いう。

 パチンコ

【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】
　（禁止行為）
第22条　風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
五　十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
 
※（用語の意義）
第２条　この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
四　まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技を
させる営業

 競 馬
【競馬法】
　（勝馬投票券の購入等の制限）
　第28条　未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

 映 画
(R指定等)

【北海道青少年健全育成条例】
 （有害興行の指定及び観覧の禁止等）
第15条　知事は、興行の内容が著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を
傷つけるもの等であって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、その
興行内容の全部又は一部を指定し、興行者に対し、これを青少年に観覧させることを禁止す
ることができる。

※（定義）
第14条　この章以下（第５章を除く。）において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
各号に定めるところによる。
　(3)　興行　映画、演劇、演芸、見せ物その他の興行（これらに類する営業内容のものを
含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２
条第６項第３号に規定する営業に係る興行を除く。）をいう。

不
健
全
娯
楽

項　目

 飲 酒

 喫 煙

 薬物乱用

 深夜徘徊

【補導等の対象行為に関連する法令及び条例等の内容】
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関係法令・条例等の内容

不
健
全
娯
楽

 カラオケ店

【北海道青少年健全育成条例】
　（深夜における興行場等への立入りの禁止）
　第37条　興行者及び次に掲げる営業を行う者（以下「興行者等」という。）は、深夜
　　において、当該営業の場所に青少年を立ち入らせてはならない。
　　(1)　個室を設けて、当該個室において客に専用の装置による伴奏音楽に合わせて
　　　 歌唱を行わせる営業

※ 第35条：深夜（午後11時から翌日午前４時までの間をいう。）

ゲ
ー

ム
場
等

 ゲーム場

【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】
　（禁止行為）
　第22条　風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
　　五　18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること（第２条第１項第５号の
　　　営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間におい
　　　て客として立ち入らせること。）。
　２　都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると
　　　きは、条例により、第２条第１項第５号の営業を営む者が午前６時後午後１０時
　　　前の時間において１８歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、
　　　又は当該営業所を営む風俗営業者が当該時間において１８歳未満の者を営業所に
　　　客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないもの
　　　とすることその他必要な制限を定めることができる。
※（用語の意義）
　　第２条　この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業
　　をいう。
　　五　スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途と
　　　 として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員
　　　 会規則で定めるものに限る。）を備える店舗その他これに類する区画された施設
　　 （旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを
　　　除く。）において当該遊技設備により客に遊戯をさせる営業（前号に該当する営
　　　業を除く。）
【風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例】
　（ゲームセンター等に係る営業所への年少者の立入りの制限）
　第９条　法第2条第１項第５号の営業を営む風俗業者は、午後６時後午後１０時前の時
　　　　間において１６歳未満の者を営業所に客として立ち入らせてはならない。ただし
　　　　保護者が同伴する１６歳未満の者については、この限りではない。
○上記により、
   ①１６歳未満　　： 午後６時以降 午後１０時まで立入禁止(保護者同伴立入可）
   ②１６歳～１７歳： 午後10時以降 立入禁止

【自転車安全利用五則】
　① 車道が原則、歩道は例外：道路交通法上、自転車は軽車両
　　　※ 13歳未満、70歳以上の者は、歩道の通行が可能
　② 車道は左側を通行
　③ 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
　④ 安全ルールを守る
　 　* 飲酒運転の禁止 * 二人乗りの禁止 * 並進の禁止 * 夜間のライト点灯
　 　* 信号を守る * 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
　　＊ 傘差し・携帯電話・イヤホン等の禁止
　⑤ 子どもはヘルメットを着用：児童・幼児（保護責任者）
　     大人も含めヘルメットは努力義務（R５．４．１より）
【道路交通法】
　○ 平成27年6月1日から、危険なルール違反をくり返すと自転車運転者講習（３時間）
　　 の義務付け
　　 * 対象となる危険な違反行為を反復：３年以内に２回以上
　　　・信号無視   ・指定場所一時不停止等  ・歩道通行時の通行方法違反　など
　 　* 受講対象者：14歳以上の自転車利用者
　　 * 罰則規定　：受講しなかった場合に、５万円以下の罰金
　〇令和８年４月１日から１６歳以上の自転車利用者は、青切符の適用となる。違反内
　　容により反則金を納付。そのことにより刑事手続きは免除。16歳以下は青切符対象
　　外だが、危険な運転や悪質な場合は刑事罰（赤切符）の対象になる可能性がある。

項　目

 危険な行為
(自転車の利用)

【補導等の対象行為に関連する法令及び条例等の取扱】
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（４）補導及び注意・指導の状況
※(　)内の数値：女子の内数 ［単位:人］

【令和７年度 実績】 内訳(学職別) 内訳(場所別)

補導及び注意･指導
対象行為 区分

人
 

数

小
学
生

中
学
生

高
校
生

カ
ラ
オ
ケ
店

ゲ
ー
ム
専
門

店
繁
華
街

公
園

路
上

大
型
商
業
施

設

河
川
・
港

そ
の
他

前
年
度
実
績

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2)
2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

(1) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
4 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 25

(1) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (2)

247 39 208 0 0 1 0 0 0 246 0 0 202
(31) (5) (26) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (31) (0) (0) (10)
9 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (3) (0) (0) (0) (6) (0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2)
256 48 208 0 0 1 0 3 0 246 0 0 210
(31) (5) (26) (0) (0) (0) (0) (3) (0) (31) (0) (6) (12)

260 48 210 2 0 3 0 3 2 246 0 0 235
(32) (5) (26) (1) (0) (0) (0) (3) (1) (31) (0) (6) (14)

補
導
対
象
行
為

注
意
･
指
導
対
象
行
為

合計

[令和７年度 巡視活動について]
　令和７年度も青少年の活動実態を踏まえ、時間帯や場所などを考慮しながら巡視活動を実施してき
た。令和７年度の補導人数は4人であり、前年の25人と比べ大幅に減少した。その原因は、今年度カラ
オケ店の協力を得られにくくなったことである。４人の内訳は、ゲーム専門店立入が２人と、自転車運転
ルール違反が２人であった。
　注意・指導の人数は、２５６人と前年度の２１０人に比べると増加傾向にある。今年度も、注意・指導の
ほとんどが小学生、中学生の大型商業施設のゲームコーナーの立入であり、午前授業や長期休業日中
に多くなっている。
　巡視活動でその他に気になることは、イオン釧路店の１階駐車場付近と屋上駐車場付近及びＤ１、Ｄ２
入り口付近のたばこの吸い殻である。中・高校生だけではないが、大人のマナーの悪さが目立ってきて
いる。イオンの店舗側で「禁煙」の看板を設置したことがⅮ１、Ⅾ２での吸い殻の減少につながっている。
　今年度から釧路市学校補導協会の巡視がなくなり、「補導や注意指導」の件数が減るものと思われた
が、育成推進員の巡視コースや時間帯の工夫により、減少しなかった。釧路市生徒指導研究協議会、
警察等の関係機関とも連携を図りながら巡視活動に取り組み、子供たちの健全育成や非行の未然防止
につなげるように活動することができた。

 外出時間
 [帰宅時間以降の外出]

 魚釣り（禁止区域）
［小･中学生のみでの立入］

 マナー違反

 その他
〔カラオケの不適切利用〕

計

飲酒

 ゲーム専門店立入
 [小･中学生のみでの立入]

不健全娯楽(カラオケ)
 [小･中学生のみでの立入]

自転車運転ルール
［二人乗り･無灯火･並走等］

 深夜外出
［午後11時以降］

 ゲームコーナー立入
 [小･中学生のみでの立入]

計
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○令和７年度の注意・指導総数は256名（うち女子31名）で、前年より増加した。
内訳は、大型商業施設内の小中学生同士でのゲームコーナーへの立入が、247名（うち女子
31名）であった。
 〇ゲームコーナーでのきまりについては、年度初めや長期休業前に各学校に指導徹底を継
続して依頼してきたが、「夏をたのしく」「冬をたのしく」の存在を知らなかったり、中身
の説明を受けていなかったりする児童生徒が多く、今後も学校の協力を得ながら周知してい
く必要がある。今年度、「育成センターだより」の中でクイズ形式で「夏をたのしく」や
「冬をたのしく」の内容を掲載したが、今後も様々な工夫が必要と思われる。

○令和７年度の補導総数は、4名で前年と比較して大幅の減少となっている。その主な原因
はカラオケ店の協力が、ますます得られにくくなったためである。
〇補導とは直接関わりはないが、イオン釧路店のD1,D2駐輪場付近及び補導シネマ入口の駐
車場や屋上駐車場などでは、毎回大量の吸い殻が落ちている。もともと、イオン敷地内全面
禁煙なのだが、昨年度の夏ころにD1,D2駐輪場に「禁煙」の看板を設置されてから、吸い殻
の本数が減ってきた。今年度は、更に減少傾向がみられた。しかし、まだまだ多いと思われ
る。これらの吸い殻がすべて生徒によるものではないが、駐輪場の奥の人目につかない場所
にまとまって落ちているなどの状況から、生徒による喫煙も行われているものと考えられ
る。これ以外にもカラオケ店の周辺でも吸い殻が多数見つかっている状況があるので、今後
も十分注視していく必要がある。
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《注意・指導対象行為の状況》

《補導対象行為の状況》
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（５） 巡視活動の実施回数と従事者数等

［単位:回、人(延べ)］

【通常補導】 実施回数 従事者数 巡視内容･箇所等 従事機関

 ①昼補導
  13:00～3時間程度

27 58
・大型商業施設内及び周辺の遊
　技施設(長期休業中2～5回/週)

･育成センター

 ②午後補導
　15:30～１時間程度

134 268   同上（2～5回/週） ･育成センター

 ③夜間補導
 18:30～１時間程度

30 96   同上（3回/月）
・育成センター
・特別補導員会

合　計 191 422

※ ①～③：大型商業施設＝イオン釧路店、イオンモール釧路昭和店
　 遊技施設等　＝カラオケ店、ゲーム専門店

［単位:回、人(延べ)］

　【特別補導】 実施回数 従事者数 巡視内容･箇所等 従事機関

 ④祭典補導
  20:３０～１時間程度

4 25
・各種の祭典等イベント会場、
　繁華街や周辺の遊技施設等

･育成センター
・特別補 導員会

⑤深夜補導
22:30～１時間程度

6 11
・深夜の遊技施設等
　 (興行場への立入調査）

･育成センター、特別補
 導員会、警察

⑥休日(土・日)補導
効果的な時間帯１時間程度

10 36
・休日の大型商業施設や施設
　内遊技施設（1回/月）

･育成センター、特別補
 導員会

合　計 20 72

［単位:回、人(延べ)］

【地区補導】 実施回数 従事者数 巡視内容･箇所等 従事機関

 ⑦夜間補導
各地区での時間帯

89 295
・各地区の公園、街頭、遊技施
　設等（1回程度/月)

 ⑧休日補導
 各地区での時間帯

・同上（1回程度/月)

 ⑨祭典,年末,年度末補導
各地区での時間帯

・各地区の祭典、イベント等の
会場周辺（年末、年度末を含む）

合　計 218 740

※ ⑦冬期間（12月～3月）の地区夜間補導は、平成３０年度より安全面を考慮して実施していない。

［単位:回、人(延べ)］

実施回数 従事者数

総 合 計 429 1234

 ※育成センターの巡視活動計画に基づく、特別補導員に
　 よる各地区での補導の実施

･特別補導員会(各地区)

※ ④祭典補導：祭典等ｲﾍﾞﾝﾄ＝厳島神社例大祭(2日),くしろ霧ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(２日),くしろ港まつり(１日）

　 ⑤深夜補導：遊技施設等 ＝カラオケ店、ゲーム専門店

　 ⑥休日補導：大型商業施設＝イオン釧路店　　　11:30～

129 445
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２．釧路市ファミリーサポート事業 

 釧路市ファミリーサポート事業は、釧路市ファミリーサポーターが、非行や不登校など、学校・

家庭生活に関して問題や悩みを抱える子どもとその保護者に対し、問題の解決、改善に向けて関係機

関と連携しながら、計画的な支援を行う事業である。 

 

 

 

 

令和７年度 支援活動の状況 

項   目 

受理件数 学職別等 家庭状況 経過の状況 
 

継続 新規 小 中 高 母子 父子 両親 
終 了 継   続 

改善 
あり 

改善 
なし 

改善 
あり 

改善 
なし 

 
不 登 校 ０ ３ ２ １ ０ ２ ０ １ ３ ０ ０ ０ 

家 庭 支 援 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 0 

合   計 ３    ３ ０ 
  
 令和７年度は支援対象のケースは、不登校が３件で、学校とスクールソーシャルワーカー（SSW）

や指導主事との連携を図りながら、ファミリーサポーターと保護者を交え、青少年育成センター育成

支援推進員が調整役を務め、支援にかかる打合せを行った。来年度も同様の事案発生時には、引き続

き迅速かつ適切に対応できるよう、体制を整えておきたいと思う。 

  

３．有害環境浄化活動 

 有害環境への適切な対応として、図書やＤＶＤ等の販売店・レンタル店等の事業者に対して、有害

図書・ソフトの区分陳列、店員が容易に監視できる場所への配置、青少年へ販売・貸出等をしないこ

と、また、興行者、カラオケ店等の事業者に対して、青少年を深夜（午後１１時以降）に立ち入らせ

ないことなど、北海道青少年健全育成条例の遵守を求めるとともに、その状況を確認するため、立ち

入り調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 釧路市ファミリーサポーター（令和７年度の状況） 

  民生委員児童委員、保護司、家庭生活カウンセラー、町内会役員、 

特別補導員、小中学校教員ＯＢなど、総数１２名 

［令和７年度実績］ 

 ※有害な図書類の販売店等の状況調査           ：１５店舗（２回） 

 ※深夜の興行場等の立ち入り調査              

   ～警察・特別補導員会との連携            ： ２店舗（１回） 

   ～警察・総合振興局との連携             ：１０店舗（５回） 



４．子どもの安全確保に向けた取組

(1) 不審者情報の提供

【月別不審者等情報受理件数】 ［単位:件］

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

Ｒ７ 件数 5 6 2 0 1 9 4 1 2 3 3 3 39

Ｒ６ 件数 1 4 4 8 0 7 7 4 4 4 3 2 48

【内容別受理状況】 ［単位:人］ ※( )内の数値：女性が被害を受けた内数 ［単位:人］

Ｒ７ 被害にあった人数 Ｒ６ 被害にあった人数

内容
小
学
生

中
学
生

高
校
生

そ
の
他

社
会
人
等

合
計

小
学
生

中
学
生

高
校
生

そ
の
他

社
会
人
等

合
計

0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

(0) (0) (0) (0) (0) (5) (0) (0) (0) (5)

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

(0) (1) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

34 6 0 0 40 27 11 2 0 40

(13) (4) (0) (0) (17) (13) (8) (2) (0) (23)

13 3 0 0 16 13 11 1 1 26

(7) (3) (0) (0) (10) (7) (10) (1) (0) (18)

5 2 4 0 11 0 16 2 0 18

(5) (2) (4) (0) (11) (0) (12) (2) (0) (14)

3 0 0 0 3 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2 2 2 0 6 1 0 0 1 2

(1) (0) (1) (0) (2) (1) (0) (0) (0) (1)

57 14 6 0 77 46 38 5 2 91

(26) (10) (5) (0) (41) (26) (30) (5) (0) (61)

露出

痴漢

声かけ

つきまとい

盗撮

事件

その他

合計
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【情報提供機関】

項　目 Ｒ７年度 Ｒ６年度

 小学校 25 64.1% 25 52.1%

 中学校 10 25.6% 17 35.4%

 高等学校 3 7.7% 4 8.3%

 釧路教育
局

0 0.0% 0 0.0%

 その他
(※)

1 2.6% 2 4.2%

合　計 39 48

※「その他」の情報提供機関は、今年度は釧路警察署からのものである。

○　不審者等情報提供機関のほとんどは、関係学校であり、小学校で25件、中学校から10件、高
　校からは3件であった。育成センターに入った不審者情報39件のうち半数ほどは警察へ通報され
　ている。
　警察への通報があると、パトロールの回数を増やすなどの対策を取ってくれるので、抑止力にな
る。
〇　不審者等の情報があった場合には、各小中高の学校のほか、各幼稚園、保育園、児童館など関係
　機関に情報を提供し、注意喚起している。育成センターにおいては、発生場所を巡視したり、特別
　補導員に対して情報提供を行い、出没地域を巡視活動に加えていただいている。
　　また、平成２７年度より釧路市のホームページに不審者情報を掲載し広く市民に情報を周知して
　いる。

○　昨年同様、発生場所で最も多いのは
　路上である。住宅街の生活道路、児童
　生徒の通学路、或いは、たくさんの車
　が走っている大通りと、多岐にわたっ
　ている。路上や公園周辺の事案では、
　被害者が逃げようとするのをしつこく
　自宅まで追いかけてくる事案や、住居
　侵入という事件まで発生していた。
○　発生時間帯は、昨年度と同様１３時
　～１５時（小学生の下校時間帯）、
 １６時～１８時（中学生、高校生の下校
　時間帯）が多いが、７時～９時（登校
　時間）が昨年度の倍以上であった。
　　登下校や遊びに外出する行く際は、
　できるだけ複数で行動するよう家庭や
　地域の大人が注意喚起を促すようにし
　ていきたい。
○　不審者による被害の殆どは突発的で
　不可避な面がある。しかし、自らの注
　意と努力（特に、逃げる、大声を出す
　等自分の身は自分で守る姿勢）、周囲
　の大人の気配りや目配りによって防ぐ
　ことも可能である。そういった行動を
　とる子どもたちが増加傾向にあり、よ
　い傾向と考える。
○　家族の声かけはもちろん、地域の大
　人が子どもたちを見守り声かけをして
　安全な地域社会としていきたい。
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時間帯不明

22:00～ 6:00台

19:00～21:00台

16:00～18:00台
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1
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27
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2
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発生場所
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（２）「こども１１０番の家」「こども１１０番の店」

例年、不審者等の出没が絶えず、各家庭や子ど 

もたちに大きな不安を抱かせている。不審者等に 

よる被害から子どもを守るため、市内の全家庭・ 

商店・事業所等に対して、身の危険を感じた時の 

一時的な避難場所となっていただくための協力を 

依頼している。 

＜こども１１０番の家＞ 

子どもが避難してきた場合は、安全に保護した 

 上で、子どもを落ち着かせ、保護者への連絡や警 

察への通報などをしていただいている。協力の依 

頼については、市の広報誌「広報くしろ」に掲載 

するとともに、各学校・各関係団体（連合町内会、 

商店街振興組合、バス会社等）へ協力していただ 

く内容等を記載したチラシを配布することで行っ 

ている。 

※年度当初、連合町内会を通じ「こども１１０番の 

家」のチラシ４．８００枚を各町内会へ配布している。     【配布用のチラシ（Ａ４版）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        【掲示用ステッカー（葉書大）】 

＜こども１１０番の店＞ 

 平成２４年度から、主に通学路に面した商店や事業

所に対し、ステッカーを掲示した上でこども１１０番

の家と同様の保護を行っていただくよう依頼している。

比較的遅い時間帯まで営業しているコンビニやドラッ

グストアに、子どもが助けを求めに入るケースがあり、

成果も上がっている。                                               

令和元年度よりすべての登録された「こども１１０番の 

店」を７ブロックに分け、夏季休業を利用して、ステッカーの更新と合わせて協力の継続依頼を行っ

てきた。その結果、今年度をもって全ブロックのステッカーの更新を完了した。（令和 7 年度は釧路市

阿寒町、音別町を含め１３１店舗を対象に実施。）事業の見直しを図り、「こども１１０番の店」の制

度は残し、ステッカー制作をやめ、残り分を希望店や新規店に配布するのみとした。 

 

【啓発用チラシ（Ａ４版）】 



５．関係機関・団体との連携

【青少年育成センターと関係機関・団体等との連携体制】

青少年育成センターが実施する各種業務を円滑に推進していくため、下記の関係する各機

関・団体等との連携を図りながら、青少年の健全育成に向けた活動等を行っている。

①：育成センターに対する補導活動等に関する指導・助言、深夜補導や興行場への立入調査

におけ

る連携、状況に応じ少年サポートセンターからの支援、関係情報の共有など

②：育成センターに対する補導活動等に関する指導・助言、深夜補導や興行場への立入調査

におけ

る連携、関係情報の共有

③：補導活動に関する連携(学校補導協会定例会議等出席、関係情報の共有など)

④：不審者等関係情報の共有(双方の情報提供)など

⑤：「こども110番の家」や「こども110番の店」等、連町に対する関係情報の提供など

⑥：生徒に関する動向等関係情報の共有(カウンセラー会議出席)など

⑦：補導等の対象行為など、ルールの内容や対応等に関する連携など

⑧：ファミリーサポート事業に関する連携、不審者等関係情報の共有(双方の情報提供)など

⑨：ファミリーサポート事業等子どもたちの対応に関する連携など

⑩：ファミリーサポート事業等子どもたちの対応に関する連携など

⑪：補導活動に関する連携(巡視活動、育成センター定例会議開催)関係情報の共有など

⑫：ファミリーサポート事業やファミリーサポート会の運営(研修会等)に関する連携など

⑬：ファミリーサポート事業の推進(スクールソーシャルワーカーからのアドバイス等に関

すること

釧路市
連合町内会

釧路市
ファミリー
サポート会

釧路方面
釧路警察署
生活安全課

釧路市
特別補導員会

釧
路
市

青
少
年
育
成
セ
ン
タ
ー

釧路市
学校補導協会

釧路管内高等学校
教育研究会
生徒指導部会

釧路市中学校
カウンセラー会

各小中学校

釧路こども
家庭支援
センター

北海道釧路
児童相談所

スクール
カウンセラー

スクール
ソーシャルワーカー

少年サポートセンター
スクールサポーター

北海道警察
釧路方面本部
生活安全課

釧路市
生徒指導研究
協議会

⑬

⑥

⑩

⑨

⑧

②
①

③

④

⑤

⑫
⑪

⑦
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６．広報・啓発活動                                 

（１）「育成センターだより」                                

青少年の健全育成・非行防止                            

   の啓発を目的に、補導活動の状                             

   況などを知らせるため毎月発行                            

し、学校、町内会、特別補導員                            

会、行政機関、その他各関係機                            

関等へ配布している。                                

（２）「活動・業務実績報告書」                               

育成センターにおける一年間                            

の業務の状況などをまとめ、記                             

録に残すとともに、関係機関等                            

へ配布している。                                 

（３）各事業の活用促進や周知のための広報活動 
                     非行・不登校など、学校・家庭生活に関

して問題や悩みを抱えている子どもとそ
の保護者に対し、問題の解決、改善に向
け、継続的な支援を行う「釧路市ファミ
リーサポート事業」の活用促進のほか、
「こども 110 番の家」及び「こども 110
番の店」（ステッカー掲示）の推進のため、
市の広報誌「広報くしろ」はもとより、
ホームページなどを通して広報活動を行
なっている。 

  
（４）研修会の開催 

育成センターでは、特別補導員やファミリーサポーターの業務が青少年の健全育成により効

果的に働くことを目ざし、特別補導員会及びファミリーサポート会と連携しながら、定期的に

研修会を開催している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
「釧路市特別補導員会研修会」 

  期日：令和７年１０月１０日（金） 
  場所：まなぼっと幣舞 
  演題：『道路交通法改正に伴う自転車運転の交通ルール変更について』 
  内容：本年度は北海道警察釧路方面釧路警察署交通第１課の村川朱里氏を講師に迎え、令和

８年４月１日から実施される道路交通法の改正による自転車の交通反則通告制度の導入
について説明があった。16 歳以上の者による自転車交通違反に対して、青切符が導入さ
れる。具体的にはスマホを持って、自転車に乗りながら画像を注視したり、通話したり
する行為が罰則の対象となる。青切符だと検挙後の手続きが迅速化され、反則金を納付
すれば取り調べや裁判等が不要になり、前科もつかないとのこと。講義後、熱心に質疑
応答があり充実した研修会となった。 
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釧路市青少年育成センター

釧路市錦町２丁目４番地
℡：(0154)２５－３１２５

２０１９年 １１月 第６６３号

１０月は、ゲーム専門店への立ち入りが６名、ゲームコーナーへの立ち入りが１６名と前月と比べると補

導と注意指導合わせて１１名増となっています。特に、ゲームコーナーへの立ち入りで指導を受けた中学生

が、その後、ゲーム専門店に移動して再度指導をうけるという事案もありました。改めて、ルールについて

確認し、児童・生徒への指導をお願いいたします。

１０月の不審者情報は２件と少なく、昨年比で見ると１０件減となりました。しかしながら、北海道警察

の「ほくとくんメール」では、この他にも、声かけやつきまといの事案が数件報告されています。中には、

声かけをされたあと、車でつけ回されるという悪質な事案もありました。万が一の時の対応について、今後

とも繰り返し注意喚起をお願いいたします。

［ファミリーサポート会第２回研修会］ 
*期 日：令和７年 1１月２６日(水) 

 *場 所：まなぼっと幣舞 
 *内 容：道教委主催の「地域における家庭教育支援研究協議会」

へ参加し、「LGBTQ と教育」と題し、さっぽろレインボープ

ライド実行委員会前副実行委員長満島てる子氏を講師に、講演

やグループワークを行った。グループワークは２度行われ、自

分のかかわり方や自分ができることを交流し、より学びを深め

ることができた。 

［ファミリーサポート会第１回研修会］ 
 *期 日：令和７年８月２２０日(木)  

 *場 所：MOO２階教育委員会室 

 *内 容：釧路市教育委員会教育支援課 齊

藤総括指導主事から「不登校の現状と釧路

市の取組」について直近の状況も含めなが

ら分かりやすく講話していただいた。途中

２度の演習もあり、能動歴で充実した研修

会となった。 



 

 

関 係 資 料 
 



 □ 少年

 ･犯罪少年

 ･触法少年

 ･ぐ犯少年

【資料１】

 □ 特別法犯少年

 ○ 特別法犯の罪を犯した犯罪少年
　   ※犯行時の年齢が、14歳～20歳未満
　　 ＊特別法犯
　　　　→刑法犯を除く全ての犯罪(道路上の交通事故に係る刑法第208条の２及
　　　　　び第211条に規定する罪、道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に
　　　　　関する法律等の道路関係法令に規定する罪を除く。)、条例に規定する
　　　　　罪を含む。

 □ 初発型非行  ○ 万引き、オートバイ・自転車盗、占有離脱物横領

 □ 不良行為少年  ○ 非行少年には該当しないが、飲酒・喫煙・深夜徘徊、その他自己又は他人
　  の徳性を害する行為をしている少年

 □ 刑法犯少年

 ○ 刑法犯の罪を犯した犯罪少年
　   ※犯行時及び処理時の年齢がともに、14歳～20歳未満
　　 ＊刑法犯
　　　　→「刑法」に規定する罪(道路上の交通事故に係る刑法第208条の２及び
　　　　　 第211条に規定する罪を除く。)並びに「爆発物等取締罰則」外12の
　　　　　 法律等に規定する罪

 □ 非行少年  ○ 犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年（少年法第３条第１項第１号～３号）

 ○ 罪を犯した少年（少年法第３条第１項第１号）

 ○ 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年（少年法第３条第１項第２号）

 ○ 保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事由があって、そ
　  の性格又は環境から判断して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行
　  為をするおそれのある少年（少年法第３条第１項第３号）

補導に関連する用語の解説

項 目 内　  容

 ○ 少年：20歳未満（少年法第２条第１項）

 ○ 少年：小学校就学の始期～満18歳未満（児童福祉法第４条第１項第３号）
　
　 　※児童：満18歳未満（児童福祉法第４条第１項）
　　 　幼児：満１歳～小学校就学の始期未満（児童福祉法第４条第１項第２号）
　
　　 ※青少年：18歳未満の者(婚姻により青年に達したとみなされる者を除く)
　　　　　　　　　　　 　　（北海道青少年健全育成条例第14条第１項第１号）
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関係機関名等

 
□児童相談所

・北海道釧路児童相談所
　(北海道釧路総合振興局
 　保健環境部児童相談室)
  　釧路市桜ヶ岡1-4-32
　　　TEL:92-3717
　　　FAX:91-2344

□家庭裁判所

・釧路家庭裁判所
  　釧路市柏木町4-7
  　　TEL:41-4171

 
□児童自立支援施設 ○児童福祉法第44条に規定する「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及

　び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」を入所させ、
　又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、
　その自立を支援し、併せて退所した者について相談その他の援助を行うことを
　目的とする施設

　[北海道内の施設]
 　・北海道立向陽学院 　　　　　 女子のみ（北広島市）
 　・北海道立大沼学園 　　　　　 男子のみ（亀田郡七飯町）
 　・社会福祉法人 北海道家庭学校 男子のみ（紋別郡遠軽町）

【資料２-①】

補導に関連する機関と業務の内容

業務内容等

○児童福祉法第12条に基づき、都道府県及び政令指定都市に設置(H18.4より中
　核市も可能)され、市町村の児童相談業務への援助とともに、児童や家庭その他
　から、専門的な知識及び技術を必要とする相談に応じ、社会診断、医学・心理
　診断、行動診断を行い、それらに基づき必要な指導・治療・処遇（一時保護等）
　を行う専門的行政機関

※ 児童：満18歳未満の者(児童福祉法第４条第１項)

　[相談内容]
　 ・養護相談　：養育困難、虐待などに関すること
 　・保健相談　：未熟児、虚弱児、小児喘息などに関すること
 　・障がい相談：肢体不自由・視覚障がい・知的障がい・自閉症などに関すること
 　・非行相談　：ぐ犯行為・触法行為などに関すること
 　・育成相談　：性格行動・不登校・育児・しつけなどに関すること

　[主な援助等の内容]
 　・里親委託
 　・福祉事務所送致
 　・家庭裁判所 送致
 　・児童福祉施設(児童養護施設、児童自立支援施設等)入所措置  など

○裁判所法第31条の３の規定(権限)により、
　＊家事事件手続法(H23年法律第52号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
　＊人事訴訟法(H15年法律第109号)で定める人事訴訟法の第一審の裁判
　＊少年法(S23年法律第168号)で定める少年の保護事件の審判　などの事件を取
　　扱うもの。
　　　　　　　　　↓
　[審判に付すべき少年](少年法第３条) ※少年：20歳未満(少年法第２条第１項)
　　・罪を犯した少年
　　・14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年（触法少年）
　　・保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事由があり、その
　　　性格又は環境に照らして、将来、罪を犯して、又は刑罰法令に触れる行為
　　　をするおそれのある少年（ぐ犯少年）
　
  [観護の措置](少年法第17条)
　＊審判を行うため必要があるときは、
　　・家庭裁判所調査官の観護に付すること
　　・少年鑑別所に送致すること
 
　[保護処分の決定](少年法第24条)
　＊審判を開始した事件について、
　　・保護観察所の保護観察に付すること
　　・児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること
　　・少年院に送致すること(※14歳未満の少年に係る事件については、特に必要
　　　と認める場合に限り、当該の保護処分をすることが可能)
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関係機関名等

 
□児童養護施設

・釧路まりも学園
　 ～社会福祉法人
　　　 釧路まりも学園
  　釧路市白樺台2-2-9
　　　TEL:91-3120
　　　FAX:91-3115

 
□保護観察所

・釧路保護観察所
　　釧路市幸町10-3
　　釧路地方合同庁舎4階
　　　TEL:23-3200
　　　FAX:32-0986

□少年鑑別所

・釧路少年鑑別支所
　　釧路市弥生1-5-22
　　　TEL:41-5808

【資料２-②】

補導に関連する機関と業務の内容

業務内容等

○児童福祉法第41条に規定する「保護者のない児童(※乳児を除く。ただし、安定
　した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には乳児を含む。)
　「虐待されている児童その他環境上養護を要する児童」を入所させて、又これ
　を養護し、併せて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うこ
　とを目的とする施設

※ 乳児：満１歳未満の者(児童福祉法第４条第１項第１号)

○法務省設置法第15条に基づき設置され、同法第24条の規定する更生保護法第29
　条及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す
　る法律第19条の規定により、

　(1)保護観察
　　＊保護観察対象者の改善更生を図ることを目的に、指導監督及び補導援護を
　　　行うことにより実施(更生保護法第49条第１項第１号)
　　　[保護観察対象者](更生保護法第第48条第１項第１号～４号：下記①～④)
　　　　　①保護観察処分少年　　（家庭裁判所で保護観察に付された少年）
　　　　　②少年院仮退院者　　　（少年院から仮退院を許された少年）
　　　　　③仮釈放者　　　　　　（刑事施設から仮釈放を許された者）
　　　　　④保護観察付執行猶予者（裁判所で刑の執行が猶予され保護観察に付
　　　　　　　　　　　　　　　　　された者）
　　　　　⑤婦人補導院退院者　　（婦人補導院から仮退院を許された者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※売春防止法第26条第１項(⑤)
　(2)生活環境の調整
　　＊刑事施設や少年院等の矯正施設等に収容されている者の保釈後の住居・就
　　　業先等の帰住環境調査とともに、改善更生と社会復帰に関する生活環境の
　　　調整
　(3)更生緊急保護
　(4)恩赦の上申
　(5)犯罪予防活動
　　＊犯罪・非行の予防のため、国民の理解促進や犯罪の原因となる社会環境の改
　　　善等に努める活動の実施～法務省主唱の“社会を明るくする運動”の実施等
   (6)医療観察制度
　
　これらの事務を行っている。

○法務省設置法第8条に基づき設置され、少年鑑別所法(平成２６年６月１１
日法律第５９号）により、次に揚げる事務を行う施設
１．家庭裁判所の求めに応じて、鑑別対象者の鑑別を行うこと。
２．観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定に

より少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができ
ることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行う
こと。

３．この法律の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を
行うこと。
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関係機関名等

□少年院

 補導に関連する機関と業務の内容

業務内容等

○法務省設置法第８条に基づき設置され、同法第10条第１項及び少年院法第１条
　の規定により、
　(1)家庭裁判所から保護処分として送致された者
　(2)少年法第56条第３項の規定により少年院において刑の執行を受ける者
　　　　　　　　　↓
　　　・懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年に対しては、16歳に達
　　　　するまでの間、少年院において刑の執行をすることができる。
　　　　 →「少年院収容受刑者」
　
　　これら((1)、(2))の者を収容し、矯正教育を授ける施設

　[少年院の種類](少年院法第２条第１項～６項)
　 ＊初等少年院
　　　　⇒心身に著しい故障のない、概ね12歳～16歳未満の者
　 ＊中等少年院
　　　　⇒心身に著しい故障のない、概ね16歳～20歳未満の者
　 ＊特別少年院
　　　　⇒心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、
　　　　　概ね16歳～23歳未満の者
　　　　　　※16歳未満の者であっても、少年院収容受刑者については、
　　　　　　　収容が可能
    ＊医療少年院(全国に４か所）
　　　　⇒心身に著しい故障のある、概ね12歳～26歳未満の者
　
　[北海道内の施設]（国立：少年院法第３条第１項）
 　・北海少年院　（千歳市）
 　・紫明女子学院（千歳市）
 　・月形学園　　（樺戸郡月形町）
　 ・帯広少年院　（帯広市）

【資料２-③】
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